
令和６年度　厚生労働省委託事業
資格取得で通年雇用化を目指す季節労働者の皆さんを応援します！

季節労働者対象技能講習会のお知らせ季節労働者対象技能講習会のお知らせ
❶高所作業車運転技能講習（12時間コース・14時間コース）

開催時期 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所　

令和7年 1月～ 2月
（各2日間）

令和7年
1月9日㈭～1月20日㈪

9：00～ 16：00

10名 【学科】1日間【実技】1日間
　芽室自動車学校　北見教習センター（北見市相内町367-6）

講 習 開 催 日 【1回目：1月25日㈯・27日㈪】【2回目：2月20日㈭～ 21日㈮】

❷車両系建設機械（整地等）運転技能講習「14時間コース」（大型特殊自動車運転免許取得者等対象）
開催時期 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所　

令和7年 2月～ 3月
（各2日間）

令和7年
1月9日㈭～ 2月3日㈪

9：00～ 16：00

15名
38Hコース合計

【学科】1日間【実技】1日間
　技術能力開発センター　北見教習所（北見市小泉416-8）

講 習 開 催 日 【1回目：2月13日㈭～ 14日㈮】【2回目：2月28日㈮～ 3月1日㈯】【3回目：3月13日㈭～ 14日㈮】

❸車両系建設機械（整地等）運転技能講習「38時間コース」
講習開催日 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所　

令和7年 2月～ 3月
（各5日間）

令和7年
1月9日㈭～ 2月7日㈮

9：00～ 16：00

15名
14Hコース合計

【学科】2日間【実技】3日間
　技術能力開発センター　北見教習所（北見市小泉416-8）　

講 習 開 催 日 【1回目：学科：2月17日㈪～ 18日㈫／実技：2月20日㈭～ 22日㈯】
【2回目：学科：2月17日㈪～ 18日㈫／実技：3月10日㈪～ 12日㈬】

❹車両系建設機械（解体用）運転技能講習「5時間コース」（車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了者対象）
開催時期 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所　

令和7年 2月8日㈯
（1日間）

令和7年
1月9日㈭～1月31日㈮

9：00～ 16：00

15名 【学科】・【実技】1日間
　技術能力開発研究会　北見教習所（北見市小泉416-8）

❺玉掛け技能講習
開催時期 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所　

令和7年 2月～ 3月
（各3日間）

令和7年
1月9日㈭～1月24日㈮

9：00～ 16：00

15名 【学科】2日間・【実技】１日間
　技術能力開発センター　北見教習所（北見市小泉416-8）

講 習 開 催 日 【1回目：2月3日㈪～5日㈬】【2回目：2月17日㈪～19日㈬】【3回目：3月3日㈪～5日㈬】※学科は1～2日目、実技は3日目

❻小型移動式クレーン運転技能講習
開催時期 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所

令和7年 2月～ 3月
（各3日間）

令和7年
1月9日㈭～1月27日㈪

9：00～ 16：00

15名 【学科】2日間・【実技】１日間
　技術能力開発センター　北見教習所（北見市小泉416-8）

講 習 開 催 日 【1回目：2月6日㈭～8日㈯】【2回目：2月25日㈫～27日㈭】【3回目：3月6日㈭～8日㈯】※学科は1～2日目、実技は3日目

◆実技は後半 2日間のうち 1日を受付順に振り分けます。
❼フォークリフト運転技能講習「31時間コース」

講習開催日 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所

令和7年
2月3日㈪
令和7年
2月5日㈬～ 7日㈮

（4日間）

令和6年12月23日㈪
～

令和7年1月21日㈫
9：00～ 16：00

15名
11Hコース合計

講習実施機関：北海道労働基準協会連合会北見支部
講習会場
【学科】1日間
　北見市工業技術センター（北見市東三輪5丁目1-4）
【実技】3日間
　サンドーム北見（北見市東三輪5丁目1-10）

❽フォークリフト運転技能講習「11時間コース」（大型特殊自動車運転免許所有者等対象）
講習開催日 受付期間（土・日・祝日除く） 募集人数 開　　催　　場　　所

令和7年 
2月3日㈪～ 4日㈫

（2日間）

令和6年12月23日㈪
～

令和7年1月21日㈫
9：00～ 16：00

15名
31Hコース合計

講習実施機関：北海道労働基準協会連合会北見支部
講習会場
【学科】1日間
　北見市工業技術センター（北見市東三輪5丁目1-4）
【実技】1日間
　サンドーム北見（北見市東三輪5丁目1-10）

■�複数回実施する技能講習の受付期間は、2�回目以降の実施日に合わせて延長する場合がありますので、
　協議会ホームページ（http://business4.plala.or.jp/shamou/）または協議会事務局へ電話で確認してください。
■受講要件、申し込み方法は裏面をご覧ください

受講料・受講料・テキスト代 テキスト代 ▼▼ 料無



★協議会では、次の事業にも取組んでいます。

★受講要件等

◆季節事業所などにアドバイスや情報提供を行う通年雇用化バックアップセミナーを開催します。
◆季節事業所や一般企業等への通年雇用化の促進を働きかけます。
◆�大型免許、大型特殊免許、けん引免許など協議会が指定した教育訓練で資格取得を目指している方に資格取得に要する
経費の1/2�以内（10�万円限度）を助成します。

　＊助成を希望される場合は教育訓練の受講前に協議会まで指定教育訓練実施計画承認申請書を提出する必要があります。
　＊ただし、その年度の予算がなくなり次第終了します。

　　（指定教育訓練講習の例）
分　　野 講 習 名

建設・土木 2級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士、2級電気工事施工管理技士など

運輸・通信 大型、大型2種、大型特殊、けん引、中型、中型2種運転免許
床上操作式クレーン、不整地運搬車など

社 会 福 祉 介護職員実務者研修、居宅介護職員初任者研修など

情 報 処 理 パソコン技能検定2種2級など

斜網地域通年雇用斜網地域通年雇用
促進協議会に促進協議会に
登録してください登録してください

《登録は無料です》《登録は無料です》

＊�協議会が主催する講
習会に参加する場合
や助成を受ける場合
は協議会に登録して
いることが必要です。

お問い合わせ・申し込み先
市・町名 担　　　　　　当 電話・ＦＡＸ番号

網 走 市
〒093-8555　網走市南６条東４丁目　網走市役所商工労働課内

　斜網地域通年雇用促進協議会事務局
TEL. 0152−44−0404
FAX. 0152−44−9768

斜 里 町
〒099-4192　斜里郡斜里町本町12

　斜里町役場　産業部　商工観光課　商工労政係
TEL. 0152−26−8375
FAX. 0152−23−4190

清 里 町
〒099-4492　斜里郡清里町羽衣町13

　清里町役場　産業振興課　商工観光グループ
TEL. 0152−25−3601
FAX. 0152−25−3571

小 清 水 町
〒099-3698　斜里郡小清水町元町２丁目１－１

　小清水町役場　産業課　商工観光係
TEL. 0152−62−4481
FAX. 0152−62−4198

大 空 町
（女満別）

〒099-2392　網走郡大空町女満別西３条４丁目１－１

　大空町役場　産業課　商工グループ
TEL. 0152−74−2111
FAX. 0152−74−2191

大 空 町
（東藻琴）

〒099-3293　網走郡大空町東藻琴360－１

　大空町東藻琴総合支所　地域振興課　産業グループ
TEL. 0152−66−2131
FAX. 0152−66−2423

斜 網 地 域 通 年 雇 用 促 進 協 議 会

橋受講できる方
�　網走市・斜里町・清里町・小清水町・大空町に住民登録があり、通年雇用を
　希望される季節労働者の方で、次のいずれかに該当する方。
　◦令和６年度の雇用保険が短期雇用特例被保険者の方
　◦令和５年度に短期雇用特例被保険者であった方
　◦�離職者であって、直前の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が一般被保険者で

あったが、その離職に係る雇用保険の受給資格を有しない方で、かつ、前々職に
係る雇用保険の被保険者の種類が「短期雇用特例被保険者」であった方

　　�（現在、雇用保険の一般被保険者である方、及び令和５年３月31日以前の離職者である方を除く。）
橋その他
　◦定員になり次第締め切りますので希望される方は、お早めにお申し込みください。
　◦�一般の講習に併せて実施しますので、当協議会の定員（15名など）に満たない場

合でも、講習機関の定員を超える場合は受講できない場合があります。
　◦申し込みは、現在お住まいの構成各市・町の担当窓口で直接お受けします。（郵送不可）
　◦�受講料・テキスト代は協議会で負担しますが、その他の経費（写真代、交通費、

食事代等）は自己負担となります。
　◦�受講申し込み時に、短期雇用特例被保険者である証明書・自動車運転免許証・その他の書類（受講する講習によって異なる

場合あり）が必要となりますので、受講を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
　◦�講習の日程・会場は、講習機関の事情等により変更となる場合があります。その場合は、協議会ホームページ（http://

business4.plala.or.jp/shamou/）へ掲載します。
　◦�受講者数が一定数に達しないなどの理由により、開講しない場合があります。


